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                        会 長 野 中  泉 
 

特別職の職員の報酬等について（答申） 
 

平成 19年 7月 31日付 19西特審第 3号及び平成 19年 10月 29日付 19西特
審第 8 号をもって、諮問を受けた標記の件について本審議会は別紙のとおり答
申いたします。 



 
 

答      申 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        西東京市特別職報酬等審議会 



西東京市特別職の職員の報酬等について諮問を受けた本審議会は、平成 19年
7月 31日に第１回、平成 19年 9月 27日に第２回、平成 19年 10月 29日に第
３回及び平成 19年 11月 19日に第４回の審議会を開催して審議した結果、下記
のとおりの結論に達したので答申する。 
 
 

記 
 
１ 基本的考え方 
 市長等常勤特別職及び市議会の議員等の報酬等の審議を行うにあたり、当審
議会は、終始公正な立場に立ち、市政の状況、財政状況等を考慮しつつ、行政
に対する市民感情に配慮して検討を行った。 
 市の財政状況は、長らく減少傾向にあった市税収入が平成 16年度から増加傾
向に転じ、景気の穏やかな回復が感じられるものの、中長期的に見ると決して
安心できる状況にはなく、より慎重な財政運営が必要であると思料する。 
 その中にあっても、特別職の報酬等については、合併市という特殊性の影響
により、過去６年間以上も見直しがなされていない状況にあり、客観性、妥当
性の検証は急務であると考えるものである。 
 
２ 審議の経過 
 本諮問に係る特別職の報酬等については、都内 26 市の現況を調査・分析し、
比較・検討を行うことにより、本市の特別職の職責に相応しい額を導き出すこ
ととした。具体的な比較・検討指標は、次に掲げる項目とし、現行の特別職の
職員の報酬額が適正なものであるかどうかを検証したものである。 
 

2６市の趨勢比較（比較・検討指標） 
1. 市政の状況 

(1) 人口の比較 
(2) 職員数の比較 
(3) 議員数の比較 
 

2. 財政の状況 
(1) 予算規模の比較 
(2) 人件費の比較 
(3) 議会費の比較 

 



 26 市の趨勢において、本市の位置はおおむね６番目程度であることが明らか
となった。しかるに、現行の本市の特別職の職員の報酬額等は 13番目程度の位
置にある。また、類似団体 9 市における比較・分析の結果では、本市はすべて
の職において 9 市中 9 番目であることが明らかとなった。類似団体中で引き下
げ改定を実施した市は、平成 15 年に１市、平成 16年に１市であり、その他の
６市は、平成７年から平成８年に引き上げを行って現在の報酬額としているも
のである。 
今回の見直しにより、本市の特別職の職員の報酬額等の水準は、類似団体と
比較して均衡を保つこととなる。このことは、他の類似団体が 10年以上も前に
到達していた水準に今回の見直しにより到達することを意味するものである。 
本市が合併市であることから生じた特殊な事情を踏まえて報酬額等を是正す
るものであり、単に報酬額を引き上げるための見直しではないものである。 
また、本市の事情は理解するものであるが、市民感情及び財政状況を考慮す
ると、ここで引き上げることが妥当なことか疑問であるという意見も議論され
たことも付け加えておきたい。 
 
３ 結論 
 以上の結果、本諮問に係る特別職の報酬等については、次表のとおり改定す
るべきであるという結論に、また、特別職の期末手当については、人事院勧告
及び東京都人事委員会勧告に基づく一般職の職員の給与改定に連動させてきた
これまでの経過を踏まえ、現行年間 4.45か月の支給割合を年間 4.5か月に引き
上げること、これらの実施時期については平成 20年度からとすることが相当で
あるとの結論に至ったのでここに答申する。 

 
市長       月額 965,000円  を  月額 1,050,000円 に 
副市長      月額 831,000円  を  月額  900,000円 に 
教育長      月額 771,000円  を  月額  810,000円 に 
常勤の監査委員  月額 695,000円  を  月額  700,000円 に 
議長       月額 576,000円  を  月額  650,000円 に 
副議長      月額 530,000円  を  月額  580,000円 に 
常任・特別委員長 月額 520,000円  を  月額  570,000円 に 
議会運営委員長  月額 520,000円  を  月額  570,000円 に 
議員       月額 495,000円  を  月額  550,000円 に 
改める。 



平成 19年 11月 20日 
西東京市特別職報酬等審議会 

会  長 野中  泉 
   職務代理 白井 智子 

委  員 井上 高一 
甲斐 康歳 
武田 芳典 
中島 多子 
野口 富雄 
宮川 一三 
武藤 朝子 
安岡 厚子 

 


